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令和８年第２回（２月招集） 

袖ケ浦市議会定例会追加議案 
No.１ 

議案番号 件    名    等 関係部等 

議案 

第２７号 

袖ケ浦市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

 （主な内容） 

 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律による地方

税法等の改正に伴い、国民健康保険税として新たに課する子

ども・子育て支援納付金課税額に関する規定を整備するため、

条例の一部を改正しようとするものである。 

 施行日 令和８年４月１日 

市民子育て

部 

議案 

第２８号 

令和８年度袖ケ浦市一般会計補正予算（第１号） 

 （主な内容） 

財政部 

 補正後 予算額 補正前 予算額 予算額の増減  

３１２億 

８千７１０万２千円 

３１２億 

８千万円 

 

７１０万２千円 

議案 

第２９号 

令和８年度袖ケ浦市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

 （主な内容） 

市民子育て

部 

補正後 予算額 補正前 予算額 予算額の増減 

５９億 

８千８９５万５千円 

５９億 

５千万円 

 

３千８９５万５千円 
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袖ケ浦市国民健康保険税条例新旧対照表 

改 正 後 現   行 

（課税額） （課税額） 

第２条 前条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は、世帯主及び

その世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した次に掲げる額

の合算額とする。 

第２条 前条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は、世帯主及び

その世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した次に掲げる額

の合算額とする。 

(1) 基礎課税額（国民健康保険税のうち、国民健康保険に関する特別

会計において負担する国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険

法（昭和３３年法律第１９２号）の規定による国民健康保険事業費納

付金（以下この条において「国民健康保険事業費納付金」という。）

の納付に要する費用のうち、千葉県の国民健康保険に関する特別会計

において負担する高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律

第８０号）の規定による後期高齢者支援金等（以下この条において

「後期高齢者支援金等」という。）、＿介護保険法（平成９年法律第

１２３号）の規定による納付金（以下この条において「介護納付金」

という。）及び子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）の

規定による子ども・子育て支援納付金（以下この条において「子ど

も・子育て支援納付金」という。）の納付に要する費用に充てる部分

を除く。）に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同

じ。） 

(1) 基礎課税額（国民健康保険税のうち、国民健康保険に関する特別

会計において負担する国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険

法（昭和３３年法律第１９２号）の規定による国民健康保険事業費納

付金（以下この条において「国民健康保険事業費納付金」という。）

の納付に要する費用のうち、千葉県の国民健康保険に関する特別会計

において負担する高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律

第８０号）の規定による後期高齢者支援金等（以下この条において

「後期高齢者支援金等」という。）及び介護保険法（平成９年法律第

１２３号）の規定による納付金（以下この条において「介護納付金」

という。）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿の納付に要する費用に充てる部分を

除く。）に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同

じ。） 

(2)・(3) （略） (2)・(3) （略） 

(4) 子ども・子育て支援納付金課税額（国民健康保険税のうち、国民

健康保険事業費納付金の納付に要する費用（千葉県の国民健康保険に

関する特別会計において負担する子ども・子育て支援納付金の納付に

要する費用に充てる部分に限る。）に充てるための国民健康保険税の

＿_ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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課税額をいう。以下同じ。） ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

２ （略） ２ （略） 

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主（前条第２項の

世帯主を除く。）及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき

算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額とする。ただし、当該

合算額が２６０，０００円を超える場合においては、後期高齢者支援金

等課税額は、２６０，０００円とする。 

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主（前条第２項の

世帯主を除く。）及びその世帯に属する＿＿＿＿＿＿＿被保険者につき

算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額とする。ただし、当該

合算額が２６０，０００円を超える場合においては、後期高齢者支援金

等課税額は、２６０，０００円とする。 

４ （略） ４ （略） 

５ 第１項第４号の子ども・子育て支援納付金課税額は、世帯主（前条第

２項の世帯主を除く。）及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者

につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額に、当該世帯に

属する１８歳以上被保険者（地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以

下「法」という。）第７０３条の４第３０項に規定する１８歳以上被保

険者をいう。以下同じ。）につき算定した１８歳以上被保険者均等割額

を加算した額とする。 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額） （国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額） 

第３条 前条第２項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に係

る法＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿第３１

４条の２第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同

条第２項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合

計額（以下「基礎控除後の総所得金額等」という。）に１００分の７．

５を乗じて算定する。 

第３条 前条第２項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に係

る地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」という。）第３１

４条の２第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同

条第２項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合

計額（以下「基礎控除後の総所得金額等」という。）に１００分の７．

５を乗じて算定する。 

２ （略） ２ （略） 

（国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の所

得割額） 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿ 

第９条の２ 第２条第５項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に１ ＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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００分の０．２５を乗じて算定する。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

（国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被

保険者均等割額） 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿ 

第９条の３ 第２条第５項の被保険者均等割額は、被保険者１人について

１，８００円とする。 

＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

（１８歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の１８歳

以上被保険者均等割額） 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

第９条の４ 第２条第５項の１８歳以上被保険者均等割額は、１８歳以上

被保険者１人について１００円とする。 

＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

（国民健康保険税の減額） （国民健康保険税の減額） 

第２３条 次の各号の一に掲げる国民健康保険税の納税義務者に対して課

する国民健康保険税の額は、第２条第２項本文の基礎課税額からア及び

イに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が６６０，０００

円を超える場合には、６６０，０００円）、同条第３項本文の後期高齢

者支援金等課税額からウに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得

た額が２６０，０００円を超える場合には、２６０，０００円）、＿＿

同条第４項本文の介護納付金課税額からエに掲げる額を減額して得た額

（当該減額して得た額が１７０，０００円を超える場合には、１７０，

０００円）並びに同条第５項の子ども・子育て支援納付金課税額の合算

額とする。 

第２３条 次の各号の一に掲げる国民健康保険税の納税義務者に対して課

する国民健康保険税の額は、第２条第２項本文の基礎課税額からア及び

イに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が６６０，０００

円を超える場合には、６６０，０００円）、同条第３項本文の後期高齢

者支援金等課税額からウに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得

た額が２６０，０００円を超える場合には、２６０，０００円）並びに

同条第４項本文の介護納付金課税額からエに掲げる額を減額して得た額

（当該減額して得た額が１７０，０００円を超える場合には、１７０，

０００円）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿の合算

額とする。 

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

附 則 附 則 

１～３ （略） １～３ （略） 

（上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） （上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

４ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同 ４ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同
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一世帯所属者が法附則第３３条の２第５項の配当所得等を有する場合に

おける第３条、第６条、第８条、第９条の２及び第２３条の規定の適用

については、第３条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山

林所得金額並びに法附則第３３条の２第５項に規定する上場株式等に係

る配当所得等の金額」と、「同条第２項」とあるのは「法第３１４条の

２第２項」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しく

は山林所得金額又は法附則第３３条の２第５項に規定する上場株式等に

係る配当所得等の金額」と、第２３条第１項中「及び山林所得金額」と

あるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３３条の２第５項に規定す

る上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。 

一世帯所属者が法附則第３３条の２第５項の配当所得等を有する場合に

おける第３条、第６条、第８条＿＿＿＿＿＿及び第２３条の規定の適用

については、第３条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山

林所得金額並びに法附則第３３条の２第５項に規定する上場株式等に係

る配当所得等の金額」と、「同条第２項」とあるのは「法第３１４条の

２第２項」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しく

は山林所得金額又は法附則第３３条の２第５項に規定する上場株式等に

係る配当所得等の金額」と、第２３条第１項中「及び山林所得金額」と

あるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３３条の２第５項に規定す

る上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。 

（長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例） （長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例） 

５ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が法附則第３４条第４項の譲渡所得を有する場合における

第３条、第６条、第８条、第９条の２及び第２３条の規定の適用につい

ては、第３条第１項中「及び山林所得金額の合計額から同条第２項」と

あるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３４条第４項に規定する長

期譲渡所得の金額（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第３３

条の４第１項若しくは第２項、第３４条第１項、第３４条の２第１項、

第３４条の３第１項、第３５条第１項、第３５条の２第１項、第３５条

の３第１項又は第３６条の規定に該当する場合には、これらの規定の適

用により同法第３１条第１項に規定する長期譲渡所得の金額から控除す

る金額を控除した金額。以下この項において「控除後の長期譲渡所得の

金額」という。）の合計額から法第３１４条の２第２項」と、「及び山

林所得金額の合計額（」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の

長期譲渡所得の金額の合計額（」と、同条第２項中「又は山林所得金

額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第３４条第４項に規

５ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が法附則第３４条第４項の譲渡所得を有する場合における

第３条、第６条、第８条＿＿＿＿＿＿及び第２３条の規定の適用につい

ては、第３条第１項中「及び山林所得金額の合計額から同条第２項」と

あるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３４条第４項に規定する長

期譲渡所得の金額（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第３３

条の４第１項若しくは第２項、第３４条第１項、第３４条の２第１項、

第３４条の３第１項、第３５条第１項、第３５条の２第１項、第３５条

の３第１項又は第３６条の規定に該当する場合には、これらの規定の適

用により同法第３１条第１項に規定する長期譲渡所得の金額から控除す

る金額を控除した金額。以下この項において「控除後の長期譲渡所得の

金額」という。）の合計額から法第３１４条の２第２項」と、「及び山

林所得金額の合計額（」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の

長期譲渡所得の金額の合計額（」と、同条第２項中「又は山林所得金

額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第３４条第４項に規

-9-



定する長期譲渡所得の金額」と、第２３条第１項中「及び山林所得金

額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３４条第４項に規定

する長期譲渡所得の金額」とする。 

定する長期譲渡所得の金額」と、第２３条第１項中「及び山林所得金

額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３４条第４項に規定

する長期譲渡所得の金額」とする。 

６ （略） ６ （略） 

（一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） （一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

７ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が法附則第３５条の２第５項の一般株式等に係る譲渡所得

等を有する場合における第３条、第６条、第８条、第９条の２及び第２

３条の規定の適用については、第３条第１項中「及び山林所得金額」と

あるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３５条の２第５項に規定す

る一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第２項」とあるのは

「法第３１４条の２第２項」と、同条第２項中「又は山林所得金額」と

あるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第３５条の２第５項に規定

する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第２３条第１項中「及び

山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３５条の

２第５項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。 

７ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が法附則第３５条の２第５項の一般株式等に係る譲渡所得

等を有する場合における第３条、第６条、第８条＿＿＿＿＿＿及び第２

３条の規定の適用については、第３条第１項中「及び山林所得金額」と

あるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３５条の２第５項に規定す

る一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第２項」とあるのは

「法第３１４条の２第２項」と、同条第２項中「又は山林所得金額」と

あるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第３５条の２第５項に規定

する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第２３条第１項中「及び

山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３５条の

２第５項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。 

（上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） （上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

８ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が法附則第３５条の２の２第５項の上場株式等に係る譲渡

所得等を有する場合における第３条、第６条、第８条、第９条の２及び

第２３条の規定の適用については、第３条第１項中「及び山林所得金

額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３５条の２の２第５

項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第２項」

とあるのは「法第３１４条の２第２項」と、同条第２項中「又は山林所

得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第３５条の２の

２第５項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第２３条

８ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が法附則第３５条の２の２第５項の上場株式等に係る譲渡

所得等を有する場合における第３条、第６条、第８条＿＿＿＿＿＿及び

第２３条の規定の適用については、第３条第１項中「及び山林所得金

額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３５条の２の２第５

項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第２項」

とあるのは「法第３１４条の２第２項」と、同条第２項中「又は山林所

得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第３５条の２の

２第５項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第２３条
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第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法

附則第３５条の２の２第５項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の

金額」とする。 

第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法

附則第３５条の２の２第５項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の

金額」とする。 

（先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） （先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

９ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が法附則第３５条の４第４項の事業所得、譲渡所得又は雑

所得を有する場合における第３条、第６条、第８条、第９条の２及び第

２３条の規定の適用については、第３条第１項中「及び山林所得金額」

とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３５条の４第４項に規定

する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「同条第２項」とあるのは

「法第３１４条の２第２項」と、同条第２項中「又は山林所得金額」と

あるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第３５条の４第４項に規定

する先物取引に係る雑所得等の金額」と、第２３条第１項中「及び山林

所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３５条の４第

４項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。 

９ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が法附則第３５条の４第４項の事業所得、譲渡所得又は雑

所得を有する場合における第３条、第６条、第８条＿＿＿＿＿＿及び第

２３条の規定の適用については、第３条第１項中「及び山林所得金額」

とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３５条の４第４項に規定

する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「同条第２項」とあるのは

「法第３１４条の２第２項」と、同条第２項中「又は山林所得金額」と

あるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第３５条の４第４項に規定

する先物取引に係る雑所得等の金額」と、第２３条第１項中「及び山林

所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３５条の４第

４項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。 

（土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） （土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

１０ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定

同一世帯所属者が法附則第３３条の３第５項の事業所得又は雑所得を有

する場合における第３条、第６条、第８条、第９条の２及び第２３条の

規定の適用については、第３条第１項中「及び山林所得金額」とあるの

は「及び山林所得金額並びに法附則第３３条の３第５項に規定する土地

等に係る事業所得等の金額」と、「同条第２項」とあるのは「法第３１

４条の２第２項」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは

「若しくは山林所得金額又は法附則第３３条の３第５項に規定する土地

等に係る事業所得等の金額」と、第２３条第１項中「及び山林所得金

額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３３条の３第５項に

１０ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定

同一世帯所属者が法附則第３３条の３第５項の事業所得又は雑所得を有

する場合における第３条、第６条、第８条＿＿＿＿＿＿及び第２３条の

規定の適用については、第３条第１項中「及び山林所得金額」とあるの

は「及び山林所得金額並びに法附則第３３条の３第５項に規定する土地

等に係る事業所得等の金額」と、「同条第２項」とあるのは「法第３１

４条の２第２項」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは

「若しくは山林所得金額又は法附則第３３条の３第５項に規定する土地

等に係る事業所得等の金額」と、第２３条第１項中「及び山林所得金

額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３３条の３第５項に
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規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。 規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。 

（特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例） （特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

１１ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定

同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等

の非課税等に関する法律（昭和３７年法律第１４４号）第８条第２項に

規定する特例適用利子等、同法第１２条第５項に規定する特例適用利子

等又は同法第１６条第２項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、

配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第３

条、第６条、第８条、第９条の２及び第２３条第１項の規定の適用につ

いては、第３条第１項中「及び山林所得金額の合計額から同条第２項」

とあるのは「及び山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互

主義による所得税等の非課税等に関する法律（昭和３７年法律第１４４

号）第８条第２項（同法第１２条第５項及び第１６条第２項において準

用する場合を含む。）に規定する特例適用利子等の額（以下この条及び

第２３条第１項において「特例適用利子等の額」という。）の合計額か

ら法第３１４条の２第２項」と、「及び山林所得金額の合計額（」とあ

るのは「及び山林所得金額並びに特例適用利子等の額の合計額（」と、

同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額

又は特例適用利子等の額」と、第２３条第１項中「及び山林所得金額」

とあるのは「及び山林所得金額並びに特例適用利子等の額」とする。 

１１ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定

同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等

の非課税等に関する法律（昭和３７年法律第１４４号）第８条第２項に

規定する特例適用利子等、同法第１２条第５項に規定する特例適用利子

等又は同法第１６条第２項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、

配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第３

条、第６条、第８条＿＿＿＿＿＿及び第２３条第１項の規定の適用につ

いては、第３条第１項中「及び山林所得金額の合計額から同条第２項」

とあるのは「及び山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互

主義による所得税等の非課税等に関する法律（昭和３７年法律第１４４

号）第８条第２項（同法第１２条第５項及び第１６条第２項において準

用する場合を含む。）に規定する特例適用利子等の額（以下この条及び

第２３条第１項において「特例適用利子等の額」という。）の合計額か

ら法第３１４条の２第２項」と、「及び山林所得金額の合計額（」とあ

るのは「及び山林所得金額並びに特例適用利子等の額の合計額（」と、

同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額

又は特例適用利子等の額」と、第２３条第１項中「及び山林所得金額」

とあるのは「及び山林所得金額並びに特例適用利子等の額」とする。 

（特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例） （特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

１２ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定

同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等

の非課税等に関する法律第８条第４項に規定する特例適用配当等、同法

第１２条第６項に規定する特例適用配当等又は同法第１６条第３項に規

定する特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場

１２ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定

同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等

の非課税等に関する法律第８条第４項に規定する特例適用配当等、同法

第１２条第６項に規定する特例適用配当等又は同法第１６条第３項に規

定する特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場
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合における第３条、第６条、第８条、第９条の２及び第２３条第１項の

規定の適用については、第３条第１項中「及び山林所得金額の合計額か

ら同条第２項」とあるのは「及び山林所得金額並びに外国居住者等の所

得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律（昭和３７

年法律第１４４号）第８条第４項（同法第１２条第６項及び第１６条第

３項において準用する場合を含む。）に規定する特例適用配当等の額

（以下この条及び第２３条第１項において「特例適用配当等の額」とい

う。）の合計額から法第３１４条の２第２項」と、「及び山林所得金額

の合計額（」とあるのは「及び山林所得金額並びに特例適用配当等の額

の合計額（」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若し

くは山林所得金額又は特例適用配当等の額」と、第２３条第１項中「及

び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに特例適用配当等

の額」とする。 

合における第３条、第６条、第８条＿＿＿＿＿＿及び第２３条第１項の

規定の適用については、第３条第１項中「及び山林所得金額の合計額か

ら同条第２項」とあるのは「及び山林所得金額並びに外国居住者等の所

得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律（昭和３７

年法律第１４４号）第８条第４項（同法第１２条第６項及び第１６条第

３項において準用する場合を含む。）に規定する特例適用配当等の額

（以下この条及び第２３条第１項において「特例適用配当等の額」とい

う。）の合計額から法第３１４条の２第２項」と、「及び山林所得金額

の合計額（」とあるのは「及び山林所得金額並びに特例適用配当等の額

の合計額（」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若し

くは山林所得金額又は特例適用配当等の額」と、第２３条第１項中「及

び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに特例適用配当等

の額」とする。 

（条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例） （条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

１３ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定

同一世帯所属者が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方

税法の特例等に関する法律（昭和４４年法律第４６号。以下「租税条約

等実施特例法」という。）第３条の２の２第１０項に規定する条約適用

利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有

する場合における第３条、第６条、第８条、第９条の２及び第２３条の

規定の適用については、第３条第１項中「及び山林所得金額の合計額か

ら同条第２項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施

に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和４

４年法律第４６号。以下「租税条約等実施特例法」という。）第３条の

２の２第１０項に規定する条約適用利子等の額の合計額から法第３１４

条の２第２項」と、「及び山林所得金額の合計額（」とあるのは「及び

１３ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定

同一世帯所属者が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方

税法の特例等に関する法律（昭和４４年法律第４６号。以下「租税条約

等実施特例法」という。）第３条の２の２第１０項に規定する条約適用

利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有

する場合における第３条、第６条、第８条＿＿＿＿＿＿及び第２３条の

規定の適用については、第３条第１項中「及び山林所得金額の合計額か

ら同条第２項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施

に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和４

４年法律第４６号。以下「租税条約等実施特例法」という。）第３条の

２の２第１０項に規定する条約適用利子等の額の合計額から法第３１４

条の２第２項」と、「及び山林所得金額の合計額（」とあるのは「及び
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山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第３条の２の２第１０項に規

定する条約適用利子等の額の合計額（」と、同条第２項中「又は山林所

得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法

第３条の２の２第１０項に規定する条約適用利子等の額」と、第２３条

第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租

税条約等実施特例法第３条の２の２第１０項に規定する条約適用利子等

の額」とする。 

山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第３条の２の２第１０項に規

定する条約適用利子等の額の合計額（」と、同条第２項中「又は山林所

得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法

第３条の２の２第１０項に規定する条約適用利子等の額」と、第２３条

第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租

税条約等実施特例法第３条の２の２第１０項に規定する条約適用利子等

の額」とする。 

（条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例） （条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

１４ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定

同一世帯所属者が租税条約等実施特例法第３条の２の２第１２項に規定

する条約適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合

における第３条、第６条、第８条、第９条の２及び第２３条の規定の適

用については、第３条第１項中「及び山林所得金額の合計額から同条第

２項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所

得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和４４年法律

第４６号。以下「租税条約等実施特例法」という。）第３条の２の２第

１２項に規定する条約適用配当等の額の合計額から法第３１４条の２第

２項」と、「及び山林所得金額の合計額（」とあるのは「及び山林所得

金額並びに租税条約等実施特例法第３条の２の２第１２項に規定する条

約適用配当等の額の合計額（」と、同条第２項中「又は山林所得金額」

とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第３条の

２の２第１２項に規定する条約適用配当等の額」と、第２３条第１項中

「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等

実施特例法第３条の２の２第１２項に規定する条約適用配当等の額」と

する。 

１４ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定

同一世帯所属者が租税条約等実施特例法第３条の２の２第１２項に規定

する条約適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合

における第３条、第６条、第８条＿＿＿＿＿＿及び第２３条の規定の適

用については、第３条第１項中「及び山林所得金額の合計額から同条第

２項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所

得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和４４年法律

第４６号。以下「租税条約等実施特例法」という。）第３条の２の２第

１２項に規定する条約適用配当等の額の合計額から法第３１４条の２第

２項」と、「及び山林所得金額の合計額（」とあるのは「及び山林所得

金額並びに租税条約等実施特例法第３条の２の２第１２項に規定する条

約適用配当等の額の合計額（」と、同条第２項中「又は山林所得金額」

とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第３条の

２の２第１２項に規定する条約適用配当等の額」と、第２３条第１項中

「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等

実施特例法第３条の２の２第１２項に規定する条約適用配当等の額」と

する。 

１５・１６ （略） １５・１６ （略） 
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